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１. ＥＴＣのシステム概要 
 

ＥＴＣ（ノンストップ自動料金支払いシステム）とは、車両に設置されたＥＴＣ車載器にＥＴＣカ

ード（ＩＣカード）を挿入し、有料道路の料金所に設置された路側アンテナとの間の無線通信により、

車両を停止することなく通行料金を支払うシステムです。 

 

※ＥＴＣ：Electronic Toll Collection System 

 

 

 
図 1 ＥＴＣシステムのイメージ 

 

 
 

図 2 ＥＴＣレーンでの通信の概要 
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２. 試行運用の概要 
 
現行のＥＴＣシステム（四輪車対応）を活用して試行運用を実施します。 
具体的には、二輪車用に改良した車載器を二輪車側に搭載し、現行ＥＴＣ同様に通行し課金を行い

ます。 
試行運用時の実施時期、対象範囲、対象レーン、車載器は以下のとおりです。なお、対象料金所の

詳細は「１０ 試行運用対象料金所」に示しています。 
 
（１）実施期間 

平成１８年６月１６日（金）より一般モニターの募集を開始 
車載器取り付け後、順次、走行開始 
 

（２）対象範囲 
下表に示す範囲を対象とします。 

 
 

表 1 対象範囲 

機関 対象範囲 

①西日本高速道路 
株式会社区間 

□ 近畿自動車道（全線：吹田本線料金所（中国道⇔近畿道）を除く） 
□ 名神自動車道（西宮料金所～吹田料金所） 
□ 第二神明道路（須磨料金所～明石西料金所） 
□ 第二神明道路（学園南料金所） 

②阪神高速道路 
株式会社区間 

□ 阪神高速道路（全線：しあわせの村料金所を除く） 
しあわせの村料金所は駐車場との一体徴収であることから、 
ＥＴＣカードによる清算のみ可能（無線通行は不可） 

③本州四国連絡高速道路 
株式会社区間 

□ 神戸淡路鳴門道（布施畑料金所～垂水料金所） 

※近畿地区以外で行われているモニター試行運用エリアでの走行は禁止します。 
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図 3 対象範囲 
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（３）対象レーン 
□ＥＴＣ専用レーンおよびＥＴＣ混在レーンを走行してください。 

 

 

 

 

図 4 対象レーン 

 

□対象料金所及び利用可能レーンは、「１０ 試行運用対象料金所」に詳述しています。 

□なお、次に示す本線の料金所には左右両側にＥＴＣレーンがありますが、左側のＥＴＣレーンの

みを試行運用の対象レーンとしますので特に注意してください。 
 

近畿自動車道 － 八尾本線料金所（図 6） 
名神自動車道 － 西宮本線料金所（図 7） 
第二神明道路 － 須磨本線料金所（図 8）、明石西本線料金所（図 9） 

 
※なお、上記の本線料金所手前には下記の案内看板を設置しています。 

 

図 5 案内看板 

 
 

一般 一般ETCETC 専用

○ ×○ 
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図 6 料金所運用（近畿自動車道 八尾本線） 

① ② ③ ④
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図 7 料金所運用（名神自動車道 西宮本線） 

※ＥＴＣレーンは基本的にＥＴＣ専用で運用していますが、時間帯により変更されることがありますの

で注意して走行して下さい。 
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図 8 料金所運用（第二神明道路 須磨本線） 

※ＥＴＣレーンは基本的にＥＴＣ専用で運用していますが、時間帯により変更されることがありますの

で注意して走行して下さい。 
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図 9 料金所運用（第二神明道路 明石西本線） 

 
※ＥＴＣレーンは基本的にＥＴＣ専用で運用していますが、時間帯により変更されることがありますの

で注意して走行して下さい。 
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（４）車載器 
首都圏試行運用仕様ＥＴＣ車載器を貸与します。 
なお、車載器は、試行運用終了後に特に問題がなければ、引き続きご利用いただくことを予定し

ています。 
 

 

電源ケーブル 

制御部（本体）

表示器 アンテナ 
表示器コネクタ 

アンテナコネクタ

 

図 10 ＥＴＣ車載器 
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３. 応募から走行までの手順 
  
 モニター応募から走行を開始するまでの流れは以下のとおりです。 

 

図 11 募集から走行までの手順 



10 

 
【個人情報の提供および取り扱いについて 】 
 

○連絡等のために、必要な情報を提出していただきます。（氏名、住所、電話番号など）  
○事務局からの連絡が可能なメールアドレスを所有していることが必要です。（携帯電話のメール

アドレスは不可。複数名の方が同一アドレスで登録することも不可）  
○上記、モニターより取得した個人情報は、二輪車のＥＴＣ利用に関する評価および試行運用の円

滑な実施のために利用するものであり、その他の目的で使用することはございません。また、デ

ータ分析などにおいて、（財）道路新産業開発機構が契約した業者へ一時的にデータを引き渡す

ことがあることをご了承ください。  
○試行運用の管理の一環として、免許証と車検証のコピー及び次頁の確認書を提出していただきま

す。  
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財団法人 道路新産業開発機構 

モニター事務局 御中 

 

 

確 認 書 

 

 

 私は、「自動二輪車ＥＴＣシステム試行運用」に関して、「一般モニター用利用マニュ

アル」及び東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会

社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社お

よび公社等が定めた「ＥＴＣシステム利用規程（http://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html）」

の各事項を理解・承諾したうえでモニターに応募します。 

 特に以下の事項について遵守することを理解・承諾します。 

  ○料金所では十分な車間距離をとり、いつでも停車できるように徐行する。 

  ○以下の挙動の実施が確認された場合には、モニター権利を剥奪することがある。 

・危険な挙動を頻繁に実施していることが確認された場合 

・対象外路線、対象外料金所を走行していることが確認された場合 

・不正な通行が確認された場合 

・著しい高速度で料金所を通過していることが確認された場合 

・その他、道路交通法違反が行われたことが確認された場合 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

  住所：                    

 

 

氏名：                 ㊞  

 
            
            

 
 

図 12 確認書 
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４. ＥＴＣカードの取扱いについて 
 
 ＥＴＣカードの取扱いについては、以下の点にご注意ください。 
 

○ＥＴＣカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為は行わないでください。 

○ＥＴＣカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び破損、変形した場合は、直ちにその旨

をＥＴＣカードを発行したものに通知してください。 

○有効期限が経過しているＥＴＣカード及びＥＴＣシステム取扱道路管理者（東日本高速道路

株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪

神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等）又はＥＴＣシステム取扱

道路管理者との契約に基づきＥＴＣカードを発行する者が無効としたＥＴＣカードを利用

することができません。 
 
 
５. 車載器の取扱いについて 
 
試行運用中は、車載器を事務局より貸与します。 
車載器の取り扱いについては、以下の点にご注意ください。 
 

○二輪車対応の車載器には、防水、防振用のカバーがついています。カバーを取り外さないで

ください。 
○アンテナ部は、正常な通信を行うことができる角度で取り付けています。場所や角度を変更

しないでください。 
○何らかの理由で、アンテナ部の角度が変わった場合には、二輪モニター窓口にお申し出くだ

さい。 
○車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為は行わないで下さい。 
○二輪車対応の車載器は事務局からの貸与品ですので、第三者への転売・譲渡は禁止します。 

 
なお、車載器は、試行運用終了後に特に問題がなければ引き続きご利用いただくことを予定して

います。 
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６. モニター走行方法 
 
（１）モニター走行の手順 

走行にあたっては、以下の手順により利用願います。 

①乗車時………カードのセット 

ＥＴＣカードを車載器の挿入口に IC チップ側を奥にして、止まるまで確実に差しこみ、車載

器が正常に動作することを確認してください。正常に挿入され、通信が行える状態になると車

載器のインジケータ部分に緑色の LED が点灯します。 
車載器内部に水が入ると故障の原因となります。カードの出し入れは雨に濡れない場所で行

ってください。 
 

 

図 13 カードのセット方法 
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②料金所………通過時 

二輪車ＥＴＣ対象レーン（「１０ 試行運用対象料金所」参照）へ、１台ずつ十分な車間距離

を取り、十分に減速して進入し、路側表示器に「↑」と料金等のサインが表示されたことを確

認して、徐行してください。 

車線表示板が対象レーンの表示となっていることを確認し、通行をお願いします。 

また、二輪車の走行位置を示す路面標示がある料金所では、路面標示に示された通行位置を

通行してください。 

   なお、ＥＴＣレーンの入口信号に赤が表示されている場合、発進制御棒が開いていても進入し

ないでください。 

 

③降車時………カードの取り出し 

バイクから降車する時は、盗難防止のため必ずカードを取り出してください。 
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（２）ＥＴＣ利用における注意事項 
 

１）走行時の注意事項 

 

○二輪車ＥＴＣが利用できる区間、料金所は限定されています。対象料金所、レーン位置をあらか

じめご確認ください。なお、近畿圏以外で実施されているモニター試行運用対象範囲でのＥＴＣ

利用は出来ませんのでご注意ください。） 

○ＥＴＣ混在レーンは、ＥＴＣ車と一般車（非ＥＴＣ車）が混在します。一般車は一旦停止します

のでご注意ください。 

○前車が、何らかの理由で停車することがあります。十分な車間距離をとってください。また、い

つでも停車できるように徐行してください。 

○料金所には１台ずつ進入し（車間距離を十分とってください）、並走、追い越し、車群走行など

は危険ですので絶対にしないでください。 

○両開きの発進制御棒を設置している箇所においてはレーン中央部を、片開きの発進制御棒を設置

している箇所においては路面誘導標示に従い側方を走行してください。 

 

図 14 短尺制御棒の設置状況（両開きの場合・イメージ） 

 

図 15 短尺制御棒の設置状況（片開きの場合・イメージ） 

※試行運用実施時には、二輪車の料金所通過時の走行位置を示す路面標示が設置されます。
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片開き両開き 片開き両開き

ＥＴＣ専用レーン ＥＴＣ混在レーン

 

図 16 路面標示 

※専用レーンにおいて、カラー標示がない箇所があります。 
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○路側表示器に「↑」と料金等のサインが表示されたこと、発進制御棒が開いたことを確認してか

ら走行してください。何らかの原因で正常に通信できない場合があります。十分に減速し安全な

（いつでも停車できる）速度で通行してください。 

○四輪車ユーザーや料金収受員に対して、試行運用モニターであることを周知するため、ＥＴＣレ

ーン走行時には、事務局より配布する腕章を着用するとともに、モニター証明書を携帯してくだ

さい。 

 

   
図 10 モニターが着用する腕章（写真） 

＜表面＞                 ＜裏面＞ 
 
 
 
 
 
 
 

     
※上記デザインは実物と若干異なることがございます。 

図 11 モニター証明書（イメージ） 
 



18 

２）通信障害等が発生した場合の注意事項 

 

○ＥＴＣ車線で何らかの障害が発生した場合は、車載器のインジケータ部分に赤色の LEDが点灯し、

路側表示機には「停車」等通過できない旨が表示されます。 

・混在レーン走行中に通信障害が発生した際は、停車の上、収受員にその旨を伝えてください。 

・専用レーン走行中に通信障害が発生した際、後続車の追従等により停車に対して危険を感じた

場合は、発進制御棒の間（二輪車の安全を考慮し、１．５ｍ程度の間を開けています）を通過

し、そのまま走行を続け、後ほど必ず二輪モニター窓口にご連絡ください。 

・通行券（入口証明券）の発行を行う料金所では通行券を受け取り、出口料金所では係員のいる一

般レーンを利用してください。（通行券を受け取れなかったときも出口料金所では、係員のいる

一般レーンを利用してください。） 
 

 ○危険ですので、Ｕターン等をして後退したり、他の車線に移動しないでください。 

○料金所通過時に通信エラー等の不具合（カードの挿し忘れ等の人為的なエラーはこれに含まれま

せん）があった際には、二輪モニター窓口にご連絡ください。 

 
 
３）ＥＴＣ車線を利用できない場合の注意事項 

 
○ＥＴＣ車線が閉鎖されている場合は一般レーンをご利用ください。その場合、発券料金所におい

ては通行券を受け取り、支払い料金所においてはＥＴＣカードを提示し、料金の支払いをして下

さい。入口で通行券を受け取った場合は、出口ではＥＴＣ走行ができません。必ず一般レーンを

ご利用し、収受員に通行券及びＥＴＣカードを提示してください。なお、無理な車線変更は危険

ですのでしないでください。 
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４）不可抗力により区間外での走行となった場合の注意事項 

 

○入口、出口の一方が対象区間外を走行することになった場合の走行方法は以下の通りとします。 

 

①対象区間内で（ＥＴＣで通信して）高速道路に入り、対象区間外の料金所からの流出する場

合は、一般レーンにおいてＥＴＣカードを提示し、料金の支払いをしてください（出口では

無線走行しないでください）。 

 

対象区間内の料金所から
　　　　　　　　　　（ETCで通信して）流入

対象区間外の料金所から流出

ETC専用 一　般

■一般レーンで収受員にETCカード
　を提示し、料金を支払う

ETC専用×
■無線走行可能

 
 

②対象区間外の入口から高速道路に入る場合はＥＴＣをご利用できません。入口料金所におい

て通行券を受け取り、出口料金所は一般レーンを利用し、収受員に通行券とＥＴＣカードを

提示してください（入口・出口とも無線走行しないでください）。 

 

対象区間外の料金所から流入 対象区間内の料金所から流出

一　般

■一般レーンで収受員に通行券と
　ETCカードを提示し、料金を支払う

ETC専用×
■一般レーンで通行券を受領

一　般 ETC専用×
 

 

○対象区間外の走行は禁止されていますので、必ず走行前に一般モニター利用マニュアルを確認

して走行して下さい。不可抗力により区間外走行となった場合でも、事務局から状況確認のた

めに連絡させて頂きますのでご了承下さい。 

 

ETC ETC 

ETC ETC 
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５）その他の注意事項 
 

○道路の管理上必要な場合は、ＥＴＣシステムの利用を制限し、または中止することがあります。 

○ＥＴＣシステムを利用した場合は、記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を

行います。 

○試行運用の状況を分析するためにモニターの車両番号や通行履歴などの走行明細情報を利用さ

せて頂きます。  
○不正な改造を行っている車両には車載器を取り付けることができません。 
○モニターの通行履歴などは全てモニタリングさせて頂きますので、モニターが以下の挙動を実

施したことが確認された場合には、モニター権利を剥奪することがあります。 
 
 
・危険な挙動を頻繁に実施していることが確認された場合 
・対象外路線、対象外料金所を走行していることが確認された場合 
・不正な通行が確認された場合 
・著しい高速度で料金所を通過していることが確認された場合 
・その他、道路交通法違反が行われたことが確認された場合 
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７. アンケートご協力のお願い 

試行運用の評価を行うために、アンケート調査を実施いたします。 
アンケート調査は、試行運用の各段階においてインターネット等を活用して実施いたしますので、

ご協力をお願いします。 
 

表 2 アンケートの内容例 

段階 方法 内容例 
試行運用実施中 
 
 
※試行運用期間中

数回実施する予

定です。 

インターネット □走行実績（よく利用した料金所、路線、利用回数など） 
□ＥＴＣシステムに対する総合評価（満足したか） 
□安全性に関する満足度 
□通信に対する満足度 
□レーン運用の満足度 
□車載器に対する満足度 

試行運用終了後 インターネット □ＥＴＣシステムに対する総合評価（満足したか） 
□今後の利用意向 
□ＥＴＣに対する要望 
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８. ＦＡＱ（よくある質問）について 

 

Ｑ．試行する道路が限定されている理由はなぜですか？ 

今回の試行運用では、モニターの安全性に配慮し、試行対象の料金所について特別な安全対

策を施していることから、試行範囲が限定されたものとなっています。 

 具体的には、「通信異常が発生した場合でも安全に通行するための1.5ｍ程度の間隔を空け

た短尺の発進制御棒」を採用しています。 

※対策内容は試行運用の各圏域（首都、近畿、中部）により若干異なります。 

 

Ｑ．一般向けモニターに特典はありますか？ 

二輪モニターとなって頂いた方は二輪車でのＥＴＣ通行が可能となりますので、現在行われ

ているＥＴＣ割引制度による高速道路料金の割引が受けられます。割引制度についての詳細は

「ＥＴＣ総合情報ポータルサイト（http://www.go-etc.jp）」をご覧ください。 

 

Ｑ．車載器はモニター終了後返却するのですか？ 

車載器は、試行運用終了後、特に問題がなければ、引き続きご利用いただくことを予定して

ます。 

 

Ｑ．車載器の取り付け位置等は自分で変更できますか？ 

車載器やアンテナの取り付け位置は、取付業者がバイクの構造や車載器の通信特性を考慮し

て決定しております。取り付け後に位置を変更することは、堅くご遠慮ください。 

 

Ｑ．二輪車ＥＴＣの本格運用はいつからですか？ 

二輪車ＥＴＣの本格運用にあたっては、 特定モニター・一般向けモニターの試行運用の状

況分析に加え、二輪車用車載器の市販化が必要となります。本格運用の時期については、現時

点で平成18年の秋頃を予定しております。 

 
 

９. 問い合わせ窓口 

 試行運用に関する問い合わせ等については、以下の窓口で受け付けています。 

 

（財）道路新産業開発機構 二輪モニター窓口 

住 所 ： 〒103-0001 小伝馬町郵便局留 

電 話 ： ０３-５６１４-７６９９ 

ＦＡＸ ： ０３-３６６６-２９８８ 

Ｍ ａ ｉ ｌ  ：  monitor@hido.or.jp 

営業時間： 休日・祝祭日を除く10:00～17:00 
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１０. 試行運用対象料金所 

（１）西日本高速道路株式会社 
○西日本高速道路では、ＥＴＣ専用レーンおよびＥＴＣ混在レーンの利用が可能です。 
○第二神明道路の混在レーンにおいては発進制御棒の運用はありません。 
○本線料金所など左右両側にＥＴＣレーンがある料金所においては、左側のＥＴＣレーンを試行

運用の対象レーンとしています。 
 

表 3 二輪ＥＴＣ試行対象料金所一覧 西日本高速道路区間 

道路名 料金所名 区分 レーン数 片開き 備考
総数 ＥＴＣ

総数
左側※
ﾚｰﾝ数

第二神明 須磨本線 入（下） 7 4 2 無 本線料金所
須磨本線 出（上） 7 4 2 無 本線料金所
須磨 出 2 2 無
名谷 入 2 1 無
名谷 出 1 1 無
高丸 入 1 1 無
高丸 出 1 1 無
大久保 入 3 1 無
大久保 出 3 1 無
明石西本線 上 7 4 2 無 本線料金所
明石西本線 下 8 4 2 無 本線料金所
学園南 入 2 1 無
学園南 出 2 1 無
計 46 26 8

名神高速 名神吹田 入 5 3 無
名神吹田 出（近畿道へ） 7 2 無
名神吹田 出（一般道へ） 8 2 無
豊中 入 4 2 無
豊中 出（池田方向：一般道へ） 2 1 無
豊中 出（池田方向：阪高へ） 2 1 無
豊中 出（大阪方向：阪高へ） 4 1 無
豊中 出（大阪方向：一般道へ） 4 1 無
尼崎 入（上） 2 1 無
尼崎 出（下） 3 1 無
尼崎 入（下） 2 1 無
尼崎 出（上） 2 1 無
西宮本線 入（上） 4 2 1 無 本線料金所
西宮本線 出（下） 8 4 2 無 本線料金所
計 57 23 3

近畿道 近畿吹田 入（一般道） 5 2 無
摂津北 入（下） 2 2 無
摂津南 入（上） 2 1 無
門真 入（上） 2 1 無
大東鶴見 入（下） 3 2 無
東大阪北 入（下） 3 1 無
東大阪第一 入（阪高大阪方向から） 2 1 無
東大阪第一 入（阪高奈良方向から） 2 1 無
東大阪第二 入（阪高大阪方向から） 2 1 無
東大阪第二 入（阪高奈良方向から） 2 1 無
東大阪南 入（下） 2 1 無
八尾本線 入（上） 8 5 無 本線料金所
計 35 19 0  

 
※ETC 混在レーンとは一部時間帯で一般車混在での運用を実施していることを示す。 

※左右に分けて配置しているレーンについては、左側のレーンを使用 
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（２）阪神高速道路株式会社 

○阪神高速道路では、ＥＴＣ専用レーンおよびＥＴＣ混在レーンの利用が可能です。 
○混在レーンにおいては発進制御棒の運用はありません。 
 

表 4 二輪ＥＴＣ試行対象料金所一覧 阪神高速道路区間（大阪地区） 

区分

１号環状線 大阪空港本線 入 7 4 2 2
１１号池田線 豊中北 入 2 2 1 1 ○

豊中南(島田) 入 2 2 1 1 ○

豊中南(北行) 入 2 2 1 1 ○

加島 入 2 2 1 1
塚本 入 2 2 1 1
福島 入 2 2 1 1 ○

中之島 入 2 2 1 1 ○

湊町 入 2 2 2
四ツ橋 入 2 2 1 1
信濃橋 入 2 2 1 1 ○

梅田 入 2 2 1 1 ○

堂島 入 2 2 1 1 ○

高麗橋 入 2 2 1 1 ○

長堀 入 2 2 1 1 ○

夕陽丘 入 2 2 1 1 ○

阿倍野 入 2 2 1 1 ○

えびす町 入 2 2 1 1
神田入口 入 3 1 1
神田出口 出 3 2 1 1

１２号守口線 守口本線 入 5 4 2 2
都島 入 2 2 1 1 ○

長柄 入 2 2 1 1
扇町 入 3 2 1 1
南森町 入 2 2 1 1 ○

森小路 入 2 2 1 1 ○

１３号東大阪線 長田本線 入 7 5 3 2
１６号大阪港線 高井田 入 2 2 1 1 ○

森之宮 入 2 2 1 1 ○

法円坂 入 2 2 1 1 ○

本田 入 2 2 1 1 ○

阿波座 入 2 2 1 1 ○

波除 入 2 2 1 1
荒本入口 入 3 3 1 2 ○

荒本出口 出 2 2 1 1 ○

１４号松原線 大和川本線 入 6 3 2 1
喜蓮瓜破 入 2 2 1 1 ○

駒川 入 2 2 1 1 ○

平野 入 2 2 1 1 ○

文の里 入 2 2 1 1 ○

１５号堺線 堺本線 入 5 4 2 2
１７号西大阪線 住之江 入 2 2 1 1 ○

玉出 入 2 2 1 1 ○

津守 入 2 1 1
南開本線 入 2 2 2 ○

汐見橋 入 2 2 1 1
高津 入 2 2 1 1 ○

大正西入口 入 1 1 1
大正西出口 出 1 1 1
北津守入口 入 2 2 1 1
北津守出口 出 2 2 1 1

３号神戸線（大阪）中之島西 入 2 2 1 1 ○

姫島 入 2 2 1 1 ○

大和田 入 2 1 1
海老江 入 3 2 1 1
西長堀 　　　入 2 2 1 1 ○

５６料金所 合 計 135 118 56 2 60

混在
片開き位置
（右開き）

ETCレーン数

専用 切替
路線名 料金所名

レーン数

ＥＴＣレー
ン数

 
※ ○印→片開き位置（右開き）は第１レーン 
    荒本１レ－ン：専用運用 
   文の里１レ－ン：時間帯によって専用運用 
   片開き設置箇所で上記以外の箇所は混在運用 
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表 5 二輪ＥＴＣ試行対象料金所一覧 阪神高速道路区間（湾岸地区） 

区分

4.5号湾岸線(大阪）中島本線 入 7 5 3 2
2号淀川左岸線 島屋 入 2 2 1 1 ○

島屋東 入 1 1 1
北港西 入 3 2 1 1
天保山 入 5 2 1 1
南港北 入 5 3 2 1 ◎

南港中 入 2 2 1 1 ○

南港南 入 2 2 1 1 ○

三宝 入 2 2 1 1 ○

大浜 入 4 4 2 2 ○

出島 入 2 2 1 1 ○

石津 入 2 1 1
浜寺 入 2 2 1 1 ○

高石本線 入 7 4 2 2
高石入口 入 2 2 1 1 ○

高石出口 出 2 2 1 1 ○

泉大津入口 入 2 1 1
泉大津出口 出 2 2 1 1 ○

泉大津本線 入 6 4 2 2
岸和田北北行 入 2 1 1
岸和田北南行 入 2 1 1
岸和田南北行 入 2 2 1 1 ○

岸和田南南行 入 2 1 1
貝塚北行 入 2 2 1 1 ○

貝塚南行 入 2 1 1 ○

泉佐野北 入 2 2 1 1 ○
泉佐野本線 入 7 4 2 2

２７料金所 合 計 81 59 32 0 27

片開き位置
（右開き）

路線名 料金所名
レーン数

ＥＴＣ
レーン数

混在

ETCレーン数

専用 切替

 
※ ○印→片開き位置(右開き)は第１レーン。現在全て混在運用。 

   ◎印→片開き位置(右開き)は第２レ－ン。現在全て混在運用。 
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表 6 二輪ＥＴＣ試行対象料金所一覧 阪神高速道路区間（兵庫地区） 

区分

３号神戸線（兵庫）尼崎本線 入 8 4 2 2
尼崎西入口 入 2 2 1 1 ○

尼崎西出口 出 2 2 1 1 ○

芦屋入口 入 2 2 1 1
芦屋出口 出 2 2 1 1
芦屋本線 入 7 4 2 2
深江 入 2 2 1 1 ○

魚崎 入 2 2 1 1
摩耶東行 入 2 2 1 1 ○

摩耶西行 入 3 2 2 0
生田川 入 2 2 2
京橋東行 入 2 2 2 ○

京橋西行 入 2 2 2
柳原東行 入 2 2 1 1 ◎

柳原西行 入 2 2 1 1 ○

湊川東行 入 2 2 1 1
湊川西行 入 2 1 1
若宮 入 2 2 1 1 ○

月見山 入 2 2 1 1 ○

５号湾岸線 尼崎東海岸入口 入 2 2 1 1 ○

尼崎東海岸出口 出 2 2 1 1 ○

尼崎末広入口 入 2 1 1
尼崎末広出口 出 2 1 1
西宮浜入口 入 2 2 1 1 ○

西宮浜出口 出 2 1 1
南芦屋浜本線 入 7 4 2 2
南芦屋浜入口 入 2 2 1 1 ○

深江浜東行 入 2 1 1
深江浜西行 入 2 1 1
魚崎浜 入 2 1 1
住吉浜 入 3 3 1 2 ○

六甲アイランド北 入 3 2 1 1 ○

７号北神戸線 西宮山口東 入 2 1 1
西宮山口南（東行） 入 2 1 1
西宮山口南（西行） 入 2 1 1
からと東 入 2 1 1
五社 入 2 2 1 1 ○

有馬口 入 2 2 1 1 ○

からと西 入 2 1 1
箕谷 入 2 2 1 1 ○

藍那 入 2 2 1 1 ○

布施畑東 入 2 2 1 1 ○

布施畑西 入 2 1 1
前開本線 入 5 4 2 2
前開東出口 出 2 2 1 1 ○◎

前開西入口 入 2 2 1 1 ○◎

31号神戸山手線 白川南 入 2 2 1 1 ○

妙法寺 入 2 1 1
神戸長田 入 2 2 1 1 ○

５０料金所 合 計 120 93 50 0 43

路線名 料金所名
レーン数

ＥＴＣレー
ン数

混在
片開き位置
（右開き）

ETCレーン数

専用 切替

 
※ ○印→片開き位置(右開き)は第１レーン。現在すべて混在運用。 

   ◎印→片開き位置(右開き)は第２レ－ン。現在すべて専用運用。 

 



27 

 
（３）本州四国連絡高速道路株式会社 

○本州四国連絡高速道路では、ＥＴＣ専用レーンおよびＥＴＣ混在レーンの利用が可能です（発

信制御棒あり）。 
 

表 7 二輪ＥＴＣ試行対象料金所一覧 本州四国連絡高速道路区間 

入②
出④
出⑧
入②
入④
出⑤
出⑦

片開き

無

無9 4

10 3

神戸淡路鳴門道

布施畑
対距離入口
対距離出口
対距離・均一精算

垂水第一

対距離入口
対距離入口・均一精算

対距離・均一精算
対距離出口

道路名 料金所名 区分
レーン数

総数 ＥＴＣ

 

※左右に分けて配置しているレーンについては、左側のレーンを使用 
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＜西日本高速道路区間、本州四国高速道路区間＞ 

 
 

布施畑 

垂 水 

学園南 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※吹田本線料金所（中国道⇔近畿道）は利用できません。

吹 田 ※  

豊 中  

尼 崎  

西 宮  

摂 津 北
摂 津 南

門 真  

大 東 鶴 見  

東 大 阪 北  

東 大 阪  

東 大 阪 南  

八 尾  



 

 
   ＜阪神高速道路区間（１）＞ 
 

  

深
江
浜(

東
行
／
西
行)

 

南
芦
屋
浜
入
口 

1 

前開本線料金所 

前開(東出口／西出口) 

布施畑東 

布施畑西 

箕谷 

藍那 

白川南 

妙法寺 

神戸長田 

若宮 

湊川(東行／西行) 

柳原(東行／西行) 

京橋(東行／西行) 

六甲アイランド北 

生田川 

魚崎浜 

住吉浜 
深江 

魚崎 

からと西 

からと東 

五社 
有馬口 

西宮山口南(東行／西行) 

西宮山口東 

摩那(入口／出口) 

芦屋(入口／出口) 

芦屋本線料金所 

尼崎西(入口／出口)

尼崎末広(入口／出口) 

尼崎東海岸(入口／出口)

神田(入口／出口) 

西宮浜(入口／出口) 

南芦屋浜本線 

  

２ 

３ ４ 

１ 
  

２ 

３ ４ 

１ 



 

 
   ＜阪神高速道路区間（２）＞ 
 

 
２ 

中島本線料金所 
（中島入口含む） 

島屋東 

北港西 

島屋 

大和田 

姫島 

尼崎本線料金所 

神田 

豊中南 
豊中北 

豊中南 

加島 

塚本 

大阪空港本線料金所 

福島 

海老江 

中野島西 

本田 

波除 汐見橋 

西長堀 

湊町 

四つ橋 

信濃橋 

阿波座 

中之島 
堂島 

梅田 
長柄 

扇町 

長堀 
荒本(入口／出口) 

法円坂 

高井田 
森之宮 高麗橋 

南森町 

長田本線料金所 

森小路 

都島 

守口本線料金所 

  

４ 

１ 

３ 

２ 
  

４ 

１ 

３ 

２ 



 

 
   ＜阪神高速道路区間（３）＞ 
 

 
３ 

天保山 

南港北 

島屋 

島屋東 

北港西 

南港中 

南港南 

三宝 
大浜 

出島 

石津 
堺本線料金所 

住之江 

玉出 

津守 

南開本線料金所 

北津守(入口／出口) 

大正西(入口／出口) 

汐見橋 

湊町 

四つ橋 

信濃橋 
西長堀 

波除 

本田 

大和川本線料金所 

喜連瓜破 

駒川 

平野 
文の里 

法円坂 

長堀 
高津 

夕陽丘 

阿倍野 

えびす町 

  

２ 

４ 

１ 

３ 

  

２ 

４ 

１ 

３ 



 

 
   ＜阪神高速道路区間（４）＞ 

 

 
４ 

大浜 

出島 

石津 

浜寺 

高石本線料金所 

高石(入口／出口) 
泉大津(入口／出口) 

泉大津本線料金所 

岸和田(北北行／北南行) 岸和田(南北行／南南行) 

貝塚(北行／南行) 

泉佐野北 

泉佐野本線料金所 

  

１ 

３ 

２ 

４ 

  

１ 

３ 

２ 

４ 


